
B ． 事 業 創 造 、

雇 用 拡 大

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革

（1）人間力戦略 財務省 ・総 ・平成 1 5年度税制改正に 第1 5 6 回国会に、平成1 （D第 1 5 6 回国会において
（高齢者、女性、若者等 務省 ・内閣 おいて、認定N P O 法人制 5年度税制改正法案を提 平成1 5 年度税制改正法案

が、ともに社会を支える制 府 ・経済産 度におけるパブリックサ 出。 の年度内成立を図る。法案
度の整備） 業省 ・文部 ポート等の認定要件を緩和 の成立 ・施行にあたって
N P O 活動促進のための、科学省・環 するとともに、認定N P O は、新しい制度が国民に利
現行N P O 税制の認定要件 境省 ・厚生 法人についてみなし寄附金 用されるよう政府広報等の
の見直しを検討する。 労働省・国

土交通省
制度の導入を実施すること
としている。

手段によりPR ・情報提供を
行う。

（2 ）技術力戦略 財務省・総 ・平成 1 5 年度税制改正に 第 1 5 6 回国会に、平成1 ①第1 5 6 回国会において
（戦略分野への選択と集 務省 ・内閣 おいて、研究開発減税とし 5 年度税制改正法案を提 平成1 5 年度税制改正法案

中） 府 ・経済産 て、試験研究費の総額に係 出。 の年度内成立を図る。法案
試験研究税制、t T ・環境 業省 ・環境 る特別税額控除制度の創 の成立 ・施行にあたって
投資促進税制措置の見直し省 ・厚生労 殻、産学官連携の共同研 は、新しい制度が国民に利
を検討する。

（産業力強化のための l T
化促進）
l T 投資促進税制措置の見
直しを検討する。

働省 ・文部
科学省・国
土交通省

究 ・委託研究に係る特別税
額控除制度の創設、中小企
業技術基盤強化税制の拡充
を行うとともに、設備投資
減税として、ソフトウエア
を含む I T 投資促進税制 ・
開発研究用設備の特別償却
制度の創設等を実施するこ
ととしている。

用されるよう政府広報等の
手段によりPR ・情報提供を
行う。
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（3 ）経営力戦略 財務省 ・総 ・平成 1 5 年度税制改正に 第 1 5 6 回国会に、平成 1 ①第 1 5 6 回国会において
（起業の促進 ・廃業におけ 務省 ・経済 おいて、エンジェル税制に 5 年度税制改正法案を提 平成 1 5 年度税制改正法案

る障害の除去） 産業省 ・金 ついて、現行の優遇措置の 出。 の年度内成立を図る。法案
民間投資家に係る創業支援 融庁 ・内閣 要件緩和を行うとともに、 の成立 ・施行にあたって
制度の整備を行う。

（企業 ・産業の再編、経営

府 新たに、ベンチャー企業

（特定中小会社）への投資
額について、同一年分の株

は、新しい制度が国民に利
用されるよう政府広報等の
手段によりPR ・情報提供を

のあり方）
連結税制を整備する。

（直接金融市場の整備）
金融資産課税の見直しを検
討する。

式譲渡益から控除する等の
措置を講ずることとしてい
る。

・連結納税制度について
は、平成 1 4 年度税制改正
において実施済み。

・平成 1 5 年度税制改正に
おいて、上場株式等の配当
及び公募株式投資信託の収
益分配金並びに上場株式等
の譲渡益について、 2 0 ％
源泉徴収で納税が完了する
仕組み （申告不要）を導入
するとともに、今後、5 年
間 1 0 ％の優遇税率を適用
する。また、公募株式投資
信託の償還 （解約）損と株
式等譲渡益との通算を可能
とすることとしている。

行う。

経済産業省は、企業の壁を 経済産業省 ・産業再生法の抜本改正案 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5 年 3 月 （り法案の成立。
越えた大胆な事業再編や産 を 1 月 2 8 日に閣議決定 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた （診新法の的確な運営。
業再編を促進するために、 し、国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
産業活力再生特別措置法を 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
平成 1 4 年度中に抜本強化 例について、支援措置を大 いよう、法案の早期の成立
に向けて見直す。その際、
あわせて時限的に設備廃
棄 ・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

幅に拡大。 が必要。
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口．歳出改革

関係府省は、I Tやライフ
サイエンス等、高度な知識
を要する分野での人材供給
を平成14年度から強化す
ることを通じて新分野人材
育成を倍増する。

経済産業省 平成14年度補正予算にお
いて、I T、バイオ、ベン
チャーキャピタリスト、事
業再生人材等、高度専門人
材の育成促進のための支援
措置を新たに確保（89．
1億円）。
具体的には、各人材分野

毎に、スキル標準の策定及
びそれに基づく研修カリ
キュラム等の開発・実証を
行うことで、企業や大学等
における高度専門人材の体
系的育成を支援。

2月上旬から事業を開始し
たところ。

・可能な限り早期に高度専
門人材育成に関するスキル
標準策定、研修カリキュラ
ム整備等を実施。

政策目標B基本方針2002（経済活性化戦略） Page3



関係府省は、．平成 15 年度か 経済産業省 研究開発の成果が迅速に ・研究開発成果が実用化に直 ・研究開発について、目標の ①第 156 回国会会期末 ‾r

ら健康寿命の増進のための 事業化に結びつき、産業競 結するような経済活性化の 達成に向けた着実かつ効率 平成 1 5 年度新規プロジェ

医療、健康 、バイオテクノロ 争力強化 に直結 し経済活性 プロジェク トの創設と既存 的な実施。 ク トについて、 N E D O に

ジーの科学技術予算等の重 化に資する研究開発プロ プロジェク トの徹底 した見 対 し研究開発資金の交付 を

点化を図る。 ジェク トを加速的に推進す 直 しを実施 し平成 15年度予 行い、 N E D O において研

るため、平成 1 4 年度補正

予算として以下の事業を実
施。

●バイオ ・ I T 融合機器

開発プロジェク ト
（1 2 ． 1 億）

●糖鎖エンジニア リングプ

ロジェク ト
（1 0 ． 8 億）

また平成 1 5 年度政府原

案では、平成 1 4 年度か ら
策定 した 「健康維持 ・増進

のためのバイオテ クノロ
ジー基盤研究プログラ

ム」、 「健康寿命延伸のた
めの医療福祉機器高度化 プ

ログラム」 にそれぞれ 1 3
0 億円、 3 1 億 円を配分。

算案を作成。

4

究開発実施者の公募、採択

及び契約を行 う。
②平成 15年末及び③それ以

降

継続 して研究開発 を着実に

実施。

総務省、厚生労働省、経済 経済産業省 国土交通省、総務省、厚生労働省と 国土交通省、総務省、厚生労働省と 現在進めているrテレワーク・SO H O ①rテレワーク・SO H O の推進による

産業省、国土交通省は連携

して、平成 15年度か ら、情
報通信環境の高度化、地域

連携して、rテレワーク・S O H O の推進連携して実施した、rテレワーク・SO H の推進による地域活性化のための総 地域活性化のための総合的支援方策
による地域活性化のための総合的支 0の推進による地域活性化のための 合的支採方策検討調査Jの結果等を 検討調査jの結果分析とテレワーク推
穣方策検討調査」を実施し、テレワー 総合的支援方策検肘調査」により、テ 踏まえて、国土交通省、総務省、厚生 進上の課題、支援のあり方等をまと
ク推進のための総合的な支援方策を レワーク人口及びテレワーク推進上の労働省と連携して、テレワークを推進 め、シンポジウムで公表予定。

コミュニティ形成、 ピジネ 検書寸。 課題等のテレワークの実態を明らか する上での課題と総合的な支援方策 ②平成15年度末までに、国土交通
ス環境整備、就業条件の確 また、rSOHO ・マイクロビジネスの活 にしているところ。 について検討していくことが必要。 省、総務省、厚生労働省と連携して検

保等を通 じて、テ レワー

ク ・S O H O など多様な働
き方を支援する。

用を通じた地域活性化の具体的方策 また、工場誘致型の地域産業活性化 調査により得られた課題を基礎とし 討したテレワーク支援施策方針に基
に関する調査委員会」を開催し、市町 策に代わり、各自治体において新たなて、地域活性化の視点に立ち必要な づき、かつ、パブリックビジネス等、他
村におけるSO H O ・マイクロビジネス 雇用創出の手段としてSOHO ・マイク 施策を慎重に検肘。 の政策課題への取り組みとも関連し
の支援施策の実態等に関する調査報 ロビジネスが有効であることの認隙に 具体的には、各自治体において実際 た施策項目を検討。
告書を作成予定（平成15年3月末）。 ついて調査把握。次年度以降の施策 にニーズのある支援項目を抽出し施 ③平成16年度以降、SOHO ・マイクロ

検討に活用すべく、各自治体における
現時点の施策内容と施策推進への障
害を調査。

策検討に反映していく予定。 ビジネス支援施策の効果を十分に吟
味し、かつ国土交通省、総務省、厚生
省と連携しつつ、様々な角度から実効
性のある施策を検肘。
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総合科学技術会議は、関係 経済産業省 ・H 1 5 年度予算要求にお ・1 5 年度政府予算案　 5 ②平成 1 6 年度予算要求に
府省と協力して、基礎研究 いて増額要求。 2 ． 8 億円 おいて増額の予定。
を重視するとともに、科学 ・プログラムオフィサーの ・優れた研究成果が得ら ②独立行政法人化後、機構
研究費補助金等の競争的資 設置等制度の見直し。 れ、かつ発展の見込まれる 定員上のプログラムオフイ
金の割合を拡大する。ま 課題を継続するため、2 年 サーを設置予定。
た、‾競争的資金の成果につ
いて厳正な評価を行うな
ど、制度改革を推進する。

間延長を可能とした。 ②③総合科学技術会議の議
論等を踏まえて、制度の見
直しを検討。

・総合科学技術会議は、開 総合科学技 ・経済産業省においては、

平成15年度予算

・引き続き、経済活性化の （診平成15年末及び③それ以
係府省と協力し、高信頼ソ 術会議 （1）研究開発が実用化に直結 ための研究開発プロジェク 障
フ トウエア基盤開発プログ 関係府省 するような経済活性化のた トの着実な実施が重要。 ・引き続き、経済活性化の
ラム、次世代半導体技術等 めの研究開発プロジェクト 政府原案及び平 ・ 「産業発掘戦略」 （平成 ための研究開発プロジェク
次代の産業基盤を構築する （フォーカス2 1 ）を創設 成14年度補正予 14年12月内閣官房策定）を ト等の真に政策的意義の高
プロジェクトベースの研究 し、平成 1 5 年度予算政府 、 算に反映。

・環境 ・エネルギー

踏まえて、研究開発プロ いプロジェク トを選定する
開発を推進する。 原案において、367億円を重 ジ工ク トを実施することが とともに、 r産業発掘戦
・総合科学技術会議、関係 点投入。また、平成14年度 重要。 略」を踏まえ、研究開発プ
府省が協力して、半導体徴 補正予算として、一部プロ ・情報家電 ・ブロードパン ロジェク トの効果的 ・効率
紙加工技術、燃料電池やマ ジ工ク トを前倒し実施 （総 ド・l T 的な実施を着実に行う。
イクロ電池、超微細製造技 醸65億円）。 ・健康 ・バイオテクノロ

ジー

・ナノテクノロジー ・材料

術、光技術等ナノテク、 l （2）国の研究開発投資をライ
T 等を応用した基盤的技術 フサイエンス等の重点4 分
の開発や普及を産学官で重 野に戦略的に重点化すると の4 分野について平成14年
点的に推進する。 ともに、効果的 ・効率的に

推進することを目的とし
て、個々の技術開発プロ
ジェク トを大括り化し、技
術開発の具体的な目標設定
と成果の市場化までの道筋
を示した19の 「プログラ
ム」による一元管理を実
施。

なお、プログラムについ

12月に r産業発掘戦略」を
策定。
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●

て時、平成15年度予算政府
原案において19プログラム
全体で1325億円を投入。

総務省及び関係省庁は、平 経済産業省 ・高安全かつ高信頼な高度情 ・研究開発成果が実用化に直 ・研究開発について、目標の ①第156回国会会期末
成17年度までに世界最高水 報通信ネットワーク社会の 結するような経済活性化の 達成に向けた着実かつ効率 ・NEDOを通じ研究開発の実施
準の高度情報通信ネット 構築に向け、その基盤的技 プロジェクトの創設と既存 的な実施。 主体を決定。

（塾平成15年末
ワークを形成 し、安全性 ・ 術となるデバイス技術やソ プロジェク トの徹底した見
信頼性を推進する。 フトウエア技術及びネット 直しを実施し平成15年度予

ワークの高度化による恩恵 算案を作成 （事業は1 5 年 ③それ以降
を最大限に享受することを 度のものであるため、今規 ． ・決定された者による研究開
可能とするディスプレイ技 在具体的な成果を書くこと 発の実施。
術に関する研究開発につい

て、平成15年度予算案を作
成。
○次世代半導体デバイスプ
ロセス等基盤プログラム
【H15年度予算案141億円】

○情報通信基盤高度化プロ
グラム 【H15年度予算案47億
円】
○情報通信基盤ソフトウエ

ア開発推進プログラム 【H15
年度予算案65億円】
○次世代ディスプレイ技術
開発プログラム 【H15年度予
算案35億円】

は不能）。 ・事業終了後、当該事業につ

いて評価を実施。
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総務省及び関係府省は、第 経済産業省 ・誰でも場所や時間の制約を ・研究開発成果が実用化に直 ・研究開発について、目標の ①第156回国会会期末
4 世代移動通信システムな 受けないでネットワークを 結するような経済活性化の 達成に向けた着実かつ効率 ・NEDOを通 じ研究開発の実施
ど、どこでも型、移動型の 通じたサービスを利用でき プロジェクトの創設と既存 的な実施。 主体を決定。

②平成15年末

次世代 I T の産学官研究開 る環境の構築を目指し、そ プロジェクトの徹底した見
発を推進する。 の基盤的技術となるデパイ 直しを実施し平成15年度予

ス技術やソフ トウエア技術 算案を作成 （事業は 1 5 年 （諺それ以降
及びネットワークの高度化 度のものであるため、今現 ・決定された者による研究開
による恩恵を最大限に享受 在具体的な成果を書くこと 発の実施。
することを可能とするディ

スプレイ技術に関する研究
開発について、平成15年度
予算案を作成。
○次世代半導体デバイスプ

ロセス等基盤プログラム
【H15年度予算案141億円】

○情報通信基盤高度化プロ
グラム 【H15年度予算案47億

円】
○情報通信基盤ソフトウエ
ア開発推進プログラム 【H15
年度予算案65億円】
○次世代ディスプレイ技術
開発プログラム 【＝15年度予
算案35億円】

は不能）。 ・事業終了後、当該事業につ

いて評価を実施。

「循環型社会形成推進基本
計画」を平成 1 4 年度末ま

経済産業省 ・平成14年6月に産業構造審
議会において 「循環 ビジネ

・昨年10月に産業構造審議
会に産業と環境小委員会を

①平成15年4月頃を目途に環
境経営の促進のあり方等に

でに策定し、関係府省は、 スの自律的発展を目指し 設置し、本年4月頃を目途に ついて産業構造審議会にて
循環型社会に対応した新た て」をとりまとめた。 環境経営のあり方等につい 取りまとめを行う。
なライフスタイル、ビジネ ・平成14年10月に産業構造 て取りまとめを行う予定で

ススタイルの普及を推進す 審議会に産業と環境小委員 あり、成果は今後出してい
ること等により、静脈産業

の育成、グリーン物品の市
場拡大等を図る。

会を設置。 くもの。

政策目標B基本方針2002（経済活性化戦略） Page7



関係府省は、廃棄物 ・リサ 経済産業省 ・3 ’R プログラムやエコタ ・エコタウン事業において ①②③ 3 R プログラムやエ

イクル処理などの環境技術 ウン事業に基づき、技術開 1 7 地域を承認、 2 8 施設 コタウン事業に基づき、技

の実用化に向けた研究開発 発やリサイクル関連施設の を整備。 術開発やリサイクル関連施

等を進めることにより、経 整備を行った。 設の整備を引き続き行う。
済活動の環境への負荷を低 ・第 1 5 4 回国会におい ③平成 1 6 年末を目途に自

減し、環境セクターを創出 て、自動車リサイクル法が 動車リサイクル法を本格施

し、拡大する。また、関係 成立し、第一段階の規程が 行する予定。
府省は、自動車リサイクル 施行 （平成 1 5 年 1 月）さ ②家電 リサイクル法関係政

制度の創設や、各種 リサイ れたところ。 省令の改正。

クル法の着実な実施など循 ・家電リサイクル法におい ②資源有効利用促進法にお

環型社会の構築に向けた取 ては、昨年産業構造審議会 ける対象業種 ・製品の見直

組みを推進する。 を開催して、電気冷凍庫の
追加や断熱材フロン対策に

ついて審議を行ったとこ
ろ。
※3 Rプログラム：
環境と経済の統合された循環型

経済システムの構築を目的とし、
3 R対策を講じる必要性の高い自
動車や家電分野を中心とした実用
化技術開発

し等について産業構造審議
会にて検討を行う。

燃料電池については、内閣 経済産業省 ・燃料電池自動車、住宅用等 ・昨年10 月、包括的な規制の ・燃料電池の基本性能の向上 ①燃料電池自動車、住宅用等
官房及び関係府省は、平成 定置用燃料電池の開発・普及 再点検をとりまとめたことを受 高効率化、低コスト化、耐久性 定置用燃料電池の開発、普及
17年を目途に安全性の確 を推進するため、平成15年度 けて、昨年12 月2 日には当省 の向上など を促進するため、産学官の適 ‘
保を前提としつつ、包括的な 燃料電池関連予算案において を含め政府全体で5 台の燃料 ・燃料開発と燃料供給インフラ 切な役割の下、戦略的技術開
規制の再点検を行う。また、 前年度比約8 7億円にあたる 電池自助車の率先導入を世 の整備 発、実証試験、基準・標準等
関係府省は、燃料電池自動 約30 7 億円を計上したところ。界に先駆けて行った。 ・基準、標準等のソフトインフラ 整備事業、普及啓発等の関連
車、住宅用燃料電池の開 ・燃料電池の初期段階の普及 ・これにより、自動車メーカー の整備（規制の見直しを含む）施策の強化を図る。
発・普及を推進する。 が円滑に進むよう内閣官房に による技術開発の加速化を促 ・社会的受容性の向上 ②民間が行う水素の安全対策

設置された「燃料電池実用化 すとともに、我が国が燃料電 など 技術の開発を支援し、規制の
に関する関係省庁連絡会議」 池の実用化・普及に向け、積 再点検プロセスに貢献するこ
において、昨年10 月に安全性 極的な取り組みを行っているこ とを目指す。
の確保を前提とした規制の再 とを国内外に発信することが ③関係省庁連絡会議に定めら
点検スケジュール等をとりまめ
た。

できた。 れた包括的な規制の再点検
のスケジュールに沿って、平成
17 年を目途に検討を着実に
進めていく。
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八 ． 規 制 改 革

総合科学技術会議は、関係 経済産業省 ・H 1 5 年度予算要求にお ・1 5 年度政府予算案　 5 （診平成 1 6 年度予算要求に
府省と協力して、基礎研究 いて増額要求。 2 ． 8 億円 おいて増額の予定。
を重視するとともに、科学 ・プログラムオフィサーの ・優れた研究成果が得ら ②独立行政法人化後、機構
研究費補助金等の競争的資 設置等制度の見直し。 れ、かつ発展の見込まれる 定員上のプログラムオフイ
金の割合を拡大する。ま 課題を継続するため、2 年 サーを設置予定。
た、競争的資金の成果につ

いて厳正な評価を行うな
ど、制度改革を推進する。

間延長を可能とした。 ②③総合科学技術会議の議
論等を踏まえて、制度の見
直 しを検討。

法務省、経済産業省は、平 経済産業省 新事業創出促進法を改正 平成 1 5 年 3 月 1 4 日現在 引き続き同制度の円滑な実 引き続き同制度の円滑な実
成14年度から、起業コス ト し、新たに創業する者につ・で同法の特例措置の申請件 施及びPRに努める。 施及びPRに努める。
の見直しの観点に基づき、 いて、株式会社の場合は 数 （全国）は7 6 2 件。ま
一定の要件を満たした会社 1000万円、有限会社の場合 た、同制度を利用しての会
の設立について最低資本金 は300万円の最低資本金規制 杜の設立 （登記完了）数は
制度の特例を設けるなど会 の適用を受けない会社設立 1 9 8 件と着実な実績をあ
杜設立や事業再編の際のコ を認める等の特例を設けたr げているところ。また、 1
ス トや手続きを見直す。 中小企業挑戦支援法」が 1

5 5 回臨時国会で成立 （1
1 月 2 2 日）。平成 1 5 年
2 月 1 日施行。

／ 1 ～ 1 ／ 2 18 までの同法

の案内のH p
（http／／www．met i．go．jp／po
licy／rnincap／index．htm l）

へのアクセス件数は約 1 6
万 2 干件 （経済産業省全体
では4 6 万 4 千件）と高い
注目を集めている。

我が国の会社設立手続の電 経済産業省において平成 1 引き続き検討を続けるとと
子化 ・簡素化に係る具体的 4 年内に会社設立における もに、なるべく早期に結
方策 ・今後の進め方等につ

いて、現在関係省庁 （法務
省）と検討を行っているとこ
ろ。

手続の簡素化について、民
間シンクタンクを利用し調
査研究を行い現状の問題点

の深堀等を行ったところ。

論。

政策目標B基本方針2002（経済活性化戦略） Page9



経済産業省吼 企業組合を 経済産業省 企業組合制度について、組 平成 1 3 年度の企業組合設 平成 1 4 年度補正予算にお
創業に活用しやすい制度と 合員として企業や有限責任 立教は8 1 件、 1 4 年度 いて企業組合普及 ・，設立の
するための組合員や組合事 組合の参加を認めるととも （2 月 2 5 日現在）は 1 0 ための支援事業 （創業 ・企
業に関する要件を平成 1 4 に、企業組合の行う事業に 6 件と増加傾向にある。 業経営刷新プラザ）を設

年度から見直す。 従事しなければならない組
合員の比率 （従事比率）に

ついては2 ／ 3 から 1 ／ 2
に、企業組合の行う事業に
従事する者のうち組合員の
比率 （組合員比率）につい

て1 ／ 2 から 1 ／ 3 に、
各々要件緩和を行った。
（第155回臨時国会における

中小企業等協同組合法の一
部改正により措置、平成 1

5 年 2 月 1 日より施行。．）

立。各地で企業組合の設立
支援のためのセミナーや交
流会を実施。

経済産業省は、企業の壁を 経済産業省 ・産業再生法の抜本改正案 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5 年 3 月 （》法案の成立。

越えた大胆な事業再編や産 を 1 月 2 8 日に閣議決定 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた ②新法の的確な運営。

業再縞を促進するために、 し、国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
産業活力再生特別措置法を 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
平成 1 4 年度中に抜本強化 例について、支援措置を大 いよう、法案の早期の成立
に向けて見直す。その際、

あわせて時限的に設備廃
棄 ・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

幅に拡大。 が必要。
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経済産業省珠、平成14年
度から、売掛債権担保等保
証の推進、中小企業信用リ
スク情報データベース（C
RD）の活用、中小企業金
融におけるミドルリスクマ
ネー供給の円滑化等により
資金供給を多様化する。

経済産業省 くミドルリスクマネーの供給
〉

中小企業等投資事業有限責
任組合契約に開する法律の
一部改正を行い、中小企業
等投資事業有限責任組合
（投資ファンド）の投資対

象を、従来の株式会社から
有限会社や企業組合にも拡
大するとともに、同組合の
投資事業の範囲について、
従来の株式投資に加え、中
小企業が営む事業から生ず
る収益の分配を受けるため
の投資（信託受益権取得等
のプロジェクトファイナン
ス）も可能とした。これら
により、新たな事業活動に
挑戦する中小企業等のため
の資金調達方法の多様化を
図ることとした。（「中小
企業挑戦支援法」が155
回臨時国会で11月15日
に成立。平成15年12月
16日より一部施行。）

平成10年11月の中小企
業等投資事業有限責任組合
契約に関する法律の施行以
降、同法における組合契約
の数は着実に増加してきて
おり、平成14年12月末
現在の組合契約の萱記数は
280となっている。ま
た、先の臨時国会におい
て、同法の一部改正を行
い、投資事業の拡大を図っ
たところであり、有限責任
組合に対する出資事業を行
う中小企業総合事業団に対
しては、既に5件の出資要
請（相談含む）があり、う
ち4件が法改正事項を含む
ものとなっている。以上を
踏まえ、投資ファンドの活
動はより一層促進されてお
り、今後益々、新事業に挑
戦する中小企業への資金供
給の円滑化が図られるとこ
ろである。
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経済産業省は，引き続き電 経済産業 我が国電気事業制度の在り 電力・ガス事業制度改革につい 電気事業分科会及び都市熟 ＜電気＞

力 ・ガスの公平かつ透明性 省、公正取 方については、平成 1 3 年 ては、エネルギーの安定供給の エネルギー部会の報告書に ・平成16年

の高い供給システムを実現 引委員会 1 1 月より総合資源エネル 確保と環境への適合を図り、こ
れらの政策目的を十分考慮しつ
つ、経済構造改革を推進するこ
とが重要との結論に達したとこ
ろ

基づき、詳綿な制度設計に 現行制度の下で、500kW以上の
高圧需要家まで電力小売自由化
範囲拡大

・平成17年
新制度の下で、50kW以上の全て
の高圧需要家まで電力小売自由
化範囲拡大

するため、小売の自由化範
囲の拡大などの規制改革の
徹底を図る。また、経済産

ギー調査会電気事業分科会
を開催し、また、ガス事業
制度の在り方については、

取 り組む。

業省及び公正取引委員会は
引き続き協力して公正な競

平成 1 4 年 9 月より　同調査
会都市熟エネルギー部会を

○
具体的には、
①電力の広域的な流通の円滑化

争環境の整備を図る。 開催し、幅広く御審議いた のための環境整備 ・平成19年
だいたところであり、それ ②公平性 ・透明性確保による 全面自由化について、その適否
ぞれ本年 2 月に答申が取り ネットワーク管理部門の発電事 も含め、検討開始予定
まとめられ、大臣に報告が 業者等に対する調整機能の確保 ＜ガス＞

なされた。 ③特に電力について、発送配販 ・平成16年

また、同分科会及び同部会
には公正取引委員会も参加
する等、電気事業分野及び
ガス事業分野における公正
な競争を促進する観点か
ら、経済産業省と公正取引
委員会は必要な連携を図っ
ている。

の一貫体制の維持や卸電力市場
の整備など、原子力を含む安定
的な電源開発の推進のための環
境整備等
④ガスについては、導管網の円
滑な整備を促進するための環境
整備と有効利用のための仕組み
の充実、市場活性化を図るため
の大口供給・卸供給に係る規則
の見直し等
を図りつつ、これらの結果、安
定供給や環境への適合が図られ
る範囲内で小売自由化範囲拡大
を進めていくことが適当である
との結論を得た。

新制度の下で、年間使用量5 0
万m 3以上の需要家まで小売を
自由化

・平成19年
年間使用量1 0 万m 3以上の需
要家まで小売を自由化

総務省、関係府省は、情報 総務省、開 ・地理情報システム （G I 次世代G I S に係る標準化 ・G I S 標準化対象モデル ①G I S コンテンツ流通促
開示の推進等を含め電子政 係府省 S ）関係省庁連絡会議、G の 1 要素である　rG －X M の拡大及びG t S コンテン 進に向け 「G t S コンテン
府 ・電子自治体を推進し、 I S モデル地区実証実験等 L 」規格の実用化 ・普及を ツ流通の拡大。′ ツ流通推進協議会 （仮
原則すべての国民との間の に参画するとともに、次世 図る　rG －X M L 実用化連 ・G －X M L 以外のG I S 称）j　を発足 （平成15年 3
手続きの電子化を平成 1 5 代 G I S に係る標準化を行 給金」会員企業数 （参加自 関連規格 （G M L 等）推進 月13日） し、 G I S コンテ
年度中に実施する。また、 うなど、G I S の普及を推 由）が、1200弓引こ拡大 （平 団体との連携。 ンツ相互流通のための諸課
関係府省は、 I T S 、 G l 進。 成15年 1 月末時点）。 題の検討及びプラット
S の本格的普及、医療や防 ・G I S アクションプログ 多くの民間G I S エンジン フォームの実証構築。
災等の公共分野における l ラム2002－2005 （平成 14年2 において　rG －X M L J 規 （診G －X M L の国際標準化
T 化加速、電子商取引等を 月）に基づく諸施策を実

施。
格への対応開始。 等次世代地理情報システム

推進するとともに、電子入
札を積極的に進める。

複数の自治体で rG －X M

L 」規格に対応したG t S
の導入を開始。

標準の検討 ・普及。
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「循環型社会形成推進基本 経済産業省 ・平成14年6月に産業構造審 ・昨年10月に産業構造審議 ①平成15年4月頃を目途に環
計画」を平成 1 4 年度末ま 議会において 「循環ビジネ 会に産業と環境小委員会を 境経営の促進のあり方等に
でに策定し、関係府省は、 スの自律的発展を目指し 設置 し、本年4月頃を目途に ついて産業構造審議会にて
循環型社会に対応した新た て」をとりまとめた。 環境経営のあり方等につい 取 りまとめを行う。
なライフスタイル、ピジネ ・平成14年10月に産業構造 て取りまとめを行う予定で
ススタイルの普及を推進す 審議会に産業と環境小委員 あり、成果は今後出してい
ること等により、静脈産業

の育成、グリーン物品の市
場拡大等を図る。

会を設置。 くもの。

関係府省は、廃棄物 ・リサ 経済産業省 ・3 R プログラムやエコタ ・エコタウン事業において Q）②③ 3 R プログラムやエ
イクル処理などの環境技術 ウン事業に基づき、技術開 1 7 地域を承認、2 8 施設 コタウン事業に基づき、技
の実用化に向けた研究開発 発やリサイクル関連施設の を整備。 術開発やリサイクル関連施
等を進めることにより、経 整備を行った。 設の整備を引き続き行う。
済活動の環境への負荷を低 ・第 1 5 4 回国会におい ③平成 1 6 年末を目途に自
減し、環境セクターを創出 て、自動車リサイクル法が 動車リサイクル法を本格施
し、拡大する。また、関係 成立し、第一段階の規程が 行する予定。
府省は、自動車リサイクル 施行 （平成 1 5 年 1 月）さ ②家電 リサイクル法関係政
制度の創設や、各種リサイ れたところ。 省令の改正。
クル法の着実な実施など循 ・家電リサイクル法におい ②資源有効利用促進法にお
環型社会の構築に向けた取 ては、昨年産業構造審議会 ける対象業種 ・製品の見直
組みを推進する。 を開催して、電気冷凍庫の

追加や断熱材フロン対策に

ついて審議を行ったとこ
ろ。
※3 Rプログラム：
環境と経済の統合された循環型

経済システムの構築を目的とし、
3 R対策を講じる必要性の高い自
動車や家電分野を中心とした実用
化技術開発

し等について産業構造審議
会にて検討を行う。
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燃料電池に？いては、内閣 経済産業省 ・燃料電池自動車、住宅用等 ‥・昨年 1 0 月、包括的な規制の ・燃料電池の基本性能の向上 ①燃料電池自動車、住宅用等

官房及び関係府省は、平成 定置用燃料電池の開発 ・普及 再点検をとりまとめたことを受 嘉効率化、低コスト化、耐久性 定置用燃料電池の開発、普及
1 7 年を目途に安全性の確 を推進するため、平成 1 5 年度 けて、昨年 1 2 月2 日には当省 の向上など

・燃料開発と燃料供給イ　 フラ

を促進するため、産学官の適

保を前提としつつ、包括的な 燃料電池関連予算案において を含め政府全体で5台の燃料 切な役割の下、戦略的技術開

規制の再点検を行う。また、 前年度比約8 7 億円にあたる 電池自動車の率先導入を世 の整備 発、実証試験、基準 ・標準等

関係府省は、燃料電池自動 約3 0 7 億円を計上したところ。界に先駆けて行った。 ・基準、標準等のソフトインフラ 整備事業、普及啓発等の関連
車、住宅用燃料電池の開 ・燃料電池の初期段階の普及 ・これにより、自動車メーカー の整備く規制の見直しを含む）施策の強化を図る。

発・普及を推進する。 が円滑に進むよう内閣官房に による技術開発の加速化を促 ・社会的受容性の向上 ②民間が行う水素の安全対策

設置された「燃料電池実用化 すとともに、我が国が燃料電 など 技術の開発を支援し、規制の

こ関する関係省庁連絡会議」 池の実用化・普及に向け、積 再点検プロセスに貢献するこ

において、昨年 1 0 月に安全性 極的な取り組みを行っているこ とを目指す。

の確保を前提とした規制の再 とを国内外に発信することが ③ 関係省庁連絡会議に定めら

点検スケジュール等をとりまめ

た。

セきた。 れた包括的な規制の再点検

のスケジュールに沿って、平成

1 7 年を目途に検 討を着実に
進めていく。

文部科学省、経済産業省 種済産業省 ・「コンテンツ流通促進検討会の ・放送番組等の作成等に係る下請 ・コンテンツ産業においては、コ 3 関係事業者に対し、取引関係に

は、関係府省と協 力して、

平成 1 4 年度、 日本の文化
の産業化を推進する。

文部科学省 開催」　 コンテンツ・ビジネスモ 取引を規制対象に追加すること等 ンテンツそのものの価値を創り出 ついてのアンケート、ヒアリング
デルの進化 ・発展を加速するため を柱とした 「下請代金支払遅延等 す制作部門が流通及び消費段階に 等の実態調査を行う。
に必要な方策を検討、平成 1 4 年 防止法の一部を改正する法律案」 おけるボトルネックにより 「下請 3総務省とも連携しつつ、アニメ
7 月に報告書を取りまとめた。 を第 1 5 6 回通常国会に提出。 化」し、必ずしも成果に応じたリ 以外のモデル契約の策定を行う。
・コンテンツファイナンス研究会 ・アニメーションにおけるモデル ターンが得られない結果、優秀な ③コンテンシ海外流通促進機構等
を設立し、信託関連法、商品フア 契約の策定を行い、適切な契約を 人材を確保し続けることができ 民間団体や各企業において海賊版
ンド法の見直しなどにより、外部 励行した。 ず、本来のポテンシャルを発揮で 対策、海外展開を促すため、コン
資金の調達が容易となるような環 ・r対中宮昆合同ミッション （平 きない状況。 テンツの種類別に損害の実数推計
境整備について議論を行った。 成 1 4 年1 2 月）」、 r日中韓三 ・アジアを中心に強い競争力を有 や侵害者の大まかな分布などの基
（平成 1 4 年度中に提言とりまと カ国コンテンツ産業シンポジウム している我が国コンテンツは、海 礎的なデ⊥タにつき、アジア地域
め） （1 4 年1 2 月）」、 「日台ホッ 臓版の横行により、正規版コンテ における我が国コンテンツの海賂
・「コンテンツ海外流通促進機構 トライン （1 4 年度立ち上げ）」 ンツによる海外展開が困難な状 版に関する実態調査などを実施す
の設立」　 著作権関係団体やコン 等において、中国、韓臥　 台湾の 況。 る。
テンツ産業等が積極的に海外に寧 コンテンツ担当部局に海賊版取締 コンテンツ産業の発展、国際競争 ③東京国際映画祭を頂点とする地
業展開を図るとともに、海外にお リ強化の働きかけを行った。 カ強化は、コンテンツ産業自体の 方を含む国内映像イベントの再
ける海賊版対策を講じていくため 付加価値増、雇用拡大のみなら 綜 ・強化を図り、ブランドカの強
の民間組織として、文化庁と経済 ず、観光、製造業等を含む我が国 化、観光・製造業等他産業との連
産業省が関係者に設立を呼びか の 「ブランド価値」向上に資する 鏡強化を行う。
け、平成 1 4 年8 月2 日に設立。 ものである。　 こうした認識か ⑨国内コンテンツ産業による海外
本機構は平成 1 4 年4 月に発足し ら、コンテンツ産業の海外展開の 展開を拡大するため、J E T R O
た知的財産全体の保蓬を促進する 強化、東京映画祭等各種イベント 等も活用し、見本市機能の拡充、
民間組織である　r国際知的財産保 の有効活用により、 rジャパン・ 海外進出等に対する支援策の創設
護フォ細ラム」に参加している。 ブランド」価値の向上を図る。 を図る。

③イベント、見本市などの活用に
よるコンテンツ産業をコアとした
「ジャパンブランド」の確立を含
む総合的な海外展開支援策を講じ
る。
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関係府省は、．平成14年度
から、人材育成、映像やコ
ンテンツの流通市場の構
築、知的財産権保護等の推
進を通じて、ゲームソフ
ト、アニメーション、放送
ソフト等コンテンツ産業を
育成する。

経済産業省 ・「コンテンツ流通促進検討会の
開催」　コンテンツ・ビジネスモ
デルの進化・発展を加速するため
に必要な方策を検討、平成14年
7月に報告書を取りまとめた。
・コンテンツファイナンス研究会
を設立し、信託関連法、商品ファ
ンド法の見直しなどにより、外部
資金の調達が容易となるような環
境整備について議論を行った。
（平成14年度中に提言とりまと

め）
・rコンテンツ海外流通促進機構
の設立」　著作権関係団体やコン
テンツ産業等が積極的に海外に事
業展開を図るとともに、海外にお
ける海賊版対策を講じていくため
の民間組織として、文化庁と経済
産業省が関係者に設立を呼びか
け、平成14年8月2日に設立。
本機構は平成14年4月に発足し
た知的財産全体の保護を促進する
民間組織である「国際知的財産保
護フォーラム」に参加している。
・コンテンツ制作基盤ツール等の
開発、プロデューサー・クリエイ
ターの発振、育成のためのコンテ
ンツ制作プロジェクト支援を実施
（平成14年度）。

・放送番組等の作成等に係る下請
取引を規制対象に追加すること等
を柱とした「下請代金支払遅延等
防止法の一部を改正する法律案」
を第156回通常国会に提出。
・アニメーションにおけるモデル
契約の策定を行い、適切な契約を
励行した。
・「対中官民合同ミッション（平
成14年12月）」、「日中韓三
カ国コンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日台ホッ
トライン（14年度立ち上げ）」
等において、中国、韓国、台湾の
コンテンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。
コンテンツ制作基盤ツール等の開
発、プロデューサー・クリエイ
ターの発掘、育成のためのコンテ
ンツ制作プロジェクト支援を実施
（平成14年度）。3DCGなど

高度な技術を活用した優れた作品
とともに、優秀なクリエーターを
創出した。

・コンテンツ産業においては、コンテンツその
ものの価値を創り出す制作部門が流通及び消費
段階におけるボトルネックにより　r下請化J
L、必ずしも成果に応じたリターンが得られな
い結果、優秀な人材を確保し練けることができ
ず、本来のポテンシャルを発揮できない状況。

・アジアを中心に強い輪争力を有している我が
国コンテンツは、海賊版の横行により、正規版
コンテンツによる海外展開が困難な状況。
・コンテンツ産業は、ひとつのコンテンツを
様々な形で戦略的に活用することにより、その
経済的価値が飛雇的に拡大する特賞がある。
こうした戦略的活用を行うためには、コンテン
ツ産業の足腰の強化としてのクリエーターの育
はもとより、開運法制（著作権法、契約法な

ど）、資金調達手法、海外との取引実務などの
知識・ノウハウといったプロデュース機能を
もった人材（プロデューサー）が不可欠．
また、ブロードバンド時代の到来に向けてイ

ンフラ等の整備が進みつつある一方、優れたク
リエーターのアイデアを実現する技術的ボトル
ネックにより、新しいコンテンツビジネスが進
展していない。
・こうした紀鐘の下、プロデュース機能の知
織・ノウハウを体系化するとともに、具体的な
人材育成手法を策定するとともに、技術的課題
への対応を困り、クリエーションがビジネスに
結びつき、クリエイターに利益が還元され、優
れたコンテンツが生み出され続ける環境を整備
することが重要．

朗係事業者に対し、取引関係についてのアン
ケート　ヒアリング等の実態調査を行う。
③総務省とも連携しつつ、アニメ以外のモデル
契約の策定を行う。

③コンテンツ海外流通促進機構等民間団体や各
企業において海賊版対策、海外展開を促すた
め、コンテンツの種類別に損害の実数推計や侵
害者の大まかな分布などの基礎的なデータにつ
き、アジア地域における我が国コンテンツの海
賊版に馳する実態調査などを実施する。
⑨プロデュース機能強化のための基盤整備を行
う。エンタテイメント関連法制、資金窮達手
法、マーケテイング手法、資金管理手法、海外
との取引の実務などを盛り込んだ具体的なプロ
デューサー育成のためのプログラムを策定する
とともに、実験的に当該プログラムをいくつか
の機関で実施し、さらにその評価を行う。
③ブロードバンドコンテンツの流通拡大を目指
すとともに、クリエーターの斬新なアイデアを
実現するため、配信技術、セキュリティ技術な
どブロードバンド事業参入の技術的謀題につい
て制作支撲、事業化支銀を行う。
⑨スキルスタンダードの設定、国内表彰制度の
再編などを含む体系だったクリエーション機能
強化プログラムを策定する。
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